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 静岡県西部保健所管内の新型コロナウイルス感染症陽性者発生後、面会禁止と

しておりましたが、面会禁止後、２週間が経過し、新たに保健所案内で陽性患者

が発生していない状況を踏まえ、令和２年７月３日（金）から下記のとおり面会

の受入を再開します。 

 引き続き、面会における制限はございますが、何卒、ご理解ご協力いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．面会制限  １日１患者につき１名（18 歳以上）のみ面会が可能です。 

 

２．面会時間  平日 14：00 から 20：00 まで 

        休日 10：00 から 20：00 まで 

 

３．留意事項  ・入退院の付き添いについては原則１名とする。 

        ・病状、検査、手術等の説明を受ける際の同席者は原則 

         １名とする。 

        ・患者への付き添いが必要な場合は原則１名とするが、 

交代が必要な場合は２名までとする。 

・急変時や死亡時の場合も、できるだけ少人数での来院に 

ご協力ください。 

  

４．来院条件  ・発熱等の体調不良がないこと。 

        ・マスク、手指消毒を実施すること。 

        ・18 歳以上であること。 

         ※面会者は毎回、同じ人が来ることが望ましいです。 

 


